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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当行は、2020年６月25日開催の第140期定時株主総会において決議された決議事項について、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、2020年６月30日に臨時報

告書を提出いたしましたが、当行の議決権行使集計業務を委託している株主名簿管理人において、一部議決権の未集計

が判明したため、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

２　報告内容

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

ならびに当該決議の結果

 

３【訂正箇所】

訂正箇所は＿＿を付して表示しております。

 

（訂正前）

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

ならびに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 72,513 129 4 （注１） 可決（99.81％）

第２号議案

山田　　　浩
72,522 173 4 （注２） 可決（99.75％）

久保田　寿一 72,507 188 4 （注２） 可決（99.73％）

清藤　　智彦 72,310 385 4 （注２） 可決（99.46％）

（注１）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

（注２）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した該当株主の議

決権の過半数の賛成であります。

 

（訂正後）

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

ならびに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 72,540 129 4 （注１） 可決（99.81％）

第２号議案

山田　　　浩
72,549 173 4 （注２） 可決（99.75％）

久保田　寿一 72,534 188 4 （注２） 可決（99.73％）

清藤　　智彦 72,337 385 4 （注２） 可決（99.46％）

（注１）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

（注２）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した該当株主の議

決権の過半数の賛成であります。
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